
（第１０回定例会）

開催日 令和7年1月14日

笛吹市教育委員会

令和6年度
教育委員会



令和 6 年度 1月定例教育委員会会議日程 
         

 

日 時 令和７年 1 月 14 日(火)午後２時 

場 所 笛吹市役所本館 3 階 303 会議室 

   

 

1 開会 

 

 

2 教育長あいさつ 

 

 
3 前回議事録の承認及び今回議事録署名委員の指名 

(１月議事録：押山委員、加賀美委員) 

 

 

4 教育長の報告 

 

 

5 各課からの報告 

 

 

6 議事 

 ・報告第 8 号：学校給食費の値上げについて 

 ・議案第 8 号：笛吹市いじめ防止基本方針改訂について 

 ・議案第 9 号：令和 6 年度末笛吹市立小・中学校県費負担教職員人事異動 

方針について 

 

 

７ その他 

 

 

８ 閉会 

 

 

 

 

次回定例教育委員会 

令和７年２月６日(木)午後２時～ 

市民窓口館 302･303 会議室 



学校給食費の値上げについて

教育総務課

報告第8号（1月）























笛吹市いじめ防止基本方針改訂について

                                        ※別冊資料

学校教育課

議案第8号（1月）



令和6年度末笛吹市立小・中学校県費負
担教職員人事異動方針について

学校教育課

議案第9号（1月）



令和 6 年度末笛吹市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について 

 

笛吹市教育委員会 

 

1 基本方針について 

 山梨県教育委員会が定めた「令和 6 年度末公立小・中学校教職員人事異動実施要

綱」に基づき、令和 6 年度末笛吹市立小・中学校県費負担教職員人事異動の基本方

針を次のとおりとする。 

(1)本市の教育水準の向上を図るため、適材を適所に配置することに努める。 

(2)教育の機会均等を図るため、性別、年齢、経験等に配慮し、各学校の教職員組

織の活性化と均衡化に努める。 

(3)清新な気風を導入するため、同一校の長期勤務者の異動を行うとともに、有能

な新採用教員を配置し、学校の活性化に努める。 

(4)教職員の増減等地域の実情を考慮し、他地区との交流に努める。 

 

2 細部事項について 

(1)教職員の異動基準については、山梨県教育委員会が定めた「令和 6 年度末公立

小・中学校教職員人事異動実施要綱」「令和 6 年度末学校事務職員人事異動基本

方針」「令和 6 年度末学校栄養職員人事異動基本方針」に準拠する。 

(2)教職員の人事交流については、山梨県教育委員会が定めた「山梨県公立小・中

学校教員人事交流要綱」「山梨県公立小・中学校事務職員遠隔地人事交流要綱」

「山梨県公立小学校・中学校及び山梨県立特別支援学校と国立大学法人山梨大学

教育学部附属小学校・中学校・特別支援学校との人事交流実施要綱」「令和 6 年

度末山梨県教育委員会事務局等教員人事交流要綱」に準拠する。 


